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【手続補正１】
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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血清リン酸塩を低下させる必要がある被験体において、血清リン酸塩を低下させるため
の医薬の製造における、少なくとも52ミリモルのリン酸塩結合能力を有するリン酸塩結合
剤の使用。
【請求項２】
　リン酸塩結合剤が最も大きい食事の前または後に投与される、請求項１記載の使用。
【請求項３】
　リン酸塩結合剤が反復投薬単位として投与される、請求項１記載の使用。
【請求項４】
　リン酸塩結合剤が単回投薬単位として投与される、請求項１記載の使用。
【請求項５】
　リン酸塩結合剤が少なくとも104ミリモルのリン酸塩結合能力を有する、請求項１記載
の使用。
【請求項６】
　血清リン酸塩を低下させる必要がある被験体において、血清リン酸塩を低下させるため
の医薬の製造における、少なくとも2gの脂肪族アミンポリマーの使用。
【請求項７】
　脂肪族アミンポリマーが、
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【化１】

（式中、
　yは0、または１以上の整数である;
　R、R1、R2およびR3は、独立して、H、置換もしくは非置換のアルキル基またはアリール
基である;ならびに
　X-は、交換可能な負に帯電した対イオンである）
からなる群より選択される式で表される１つ以上の繰り返し単位を含む、請求項６記載の
使用。
【請求項８】
　脂肪族アミンポリマーが多官能性架橋剤によって架橋されている、請求項７記載の使用
。
【請求項９】
　脂肪族アミンポリマーがポリアリルアミンである、請求項８記載の使用。
【請求項１０】
　脂肪族アミンポリマーが最も大きい食事の前または後に投与される、請求項７記載の使
用。
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【請求項１１】
　脂肪族アミンポリマーが反復投薬単位として投与される、請求項７記載の使用。
【請求項１２】
　脂肪族アミンポリマーが単回投薬単位として投与される、請求項７記載の使用。
【請求項１３】
　少なくとも2g～10gの脂肪族アミンポリマーを前記被験体に投与する、請求項７記載の
使用。
【請求項１４】
　血清リン酸塩を低下させる必要がある被験体において、血清リン酸塩を低下させるため
の医薬の製造における、少なくとも2gのセベラマーの使用。
【請求項１５】
　セベラマーが最も大きい食事の前または後に投与される、請求項１４記載の使用。
【請求項１６】
　セベラマーが反復投薬単位として投与される、請求項１４記載の使用。
【請求項１７】
　セベラマーが単回投薬単位として投与される、請求項１４記載の使用。
【請求項１８】
　単回投薬単位が、サシェ、スラリー、懸濁液または食品配合物である、請求項１２また
は１７記載の使用。
【請求項１９】
　少なくとも2g～10gのセベラマーが前記被験体に投与される、請求項１４記載の使用。
【請求項２０】
　前記被験体に粘膜接着剤を投与することをさらに含む、請求項６または１４記載の使用
。
【請求項２１】
　粘膜接着剤が、セルロース誘導体、トラガカント、カラヤ、合成および天然に存在する
ガム、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ならびにポリアクリル酸を含む群
から選択される、請求項２０記載の使用。
【請求項２２】
　粘膜接着剤がポリアクリル酸である、請求項２１記載の使用。
【請求項２３】
　血清リン酸塩を低下させる必要がある被験体において、血清リン酸塩を低下させるため
の医薬の製造における、少なくとも0.5gのランタン塩の使用。
【請求項２４】
　ランタン塩が最も大きい食事の前または後に投与される、請求項２３記載の使用。
【請求項２５】
　ランタン塩が反復投薬単位として投与される、請求項２３記載の使用。
【請求項２６】
　ランタン塩が単回投薬単位として投与される、請求項２３記載の使用。
【請求項２７】
　単回投薬単位が、錠剤、カプセル、サシェ、スラリー、懸濁液または食品配合物である
、請求項４または２６記載の使用。
【請求項２８】
　ランタン塩が炭酸ランタンである、請求項２３記載の使用。
【請求項２９】
　少なくとも0.5g～5gの炭酸ランタンが前記被験体に投与される、請求項２８記載の使用
。
【請求項３０】
　前記被験体に粘膜接着剤を投与することをさらに含む、請求項２３記載の使用。
【請求項３１】
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　少なくとも2gの脂肪族アミンポリマーまたは薬学的に許容され得るその塩を含み、錠剤
、サシェ、スラリー、懸濁液または食品配合物である、経口投薬単位。
【請求項３２】
　脂肪族アミンポリマーが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（式中、
　yは0、または１以上の整数である;
　R、R1、R2およびR3は、独立して、H、置換もしくは非置換のアルキル基またはアリール
基である;ならびに
　X-は、交換可能な負に帯電した対イオンである）
からなる群より選択される式で表される１つ以上の繰り返し単位を含む、請求項３１記載
の経口投薬単位。
【請求項３３】
　脂肪族アミンポリマーが多官能性架橋剤によって架橋されている、請求項３２記載の経
口投薬単位。
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【請求項３４】
　脂肪族アミンポリマーがポリアリルアミンである、請求項３３記載の経口投薬単位。
【請求項３５】
　経口投薬量が少なくとも2g～10gの脂肪族アミンポリマーを含む、請求項３２記載の経
口投薬単位。
【請求項３６】
　少なくとも2gのセベラマーまたは薬学的に許容され得るその塩を含み、錠剤、サシェ、
スラリー、懸濁液または食品配合物である、経口投薬単位。
【請求項３７】
　経口投薬単位がサシェである、請求項３２または３６記載の経口投薬単位。
【請求項３８】
　経口投薬量が少なくとも2g～10gのセベラマーを含む、請求項３６記載の経口投薬単位
。
【請求項３９】
　少なくとも0.5gの薬学的に許容され得るランタン塩を含み、錠剤、サシェ、スラリー、
懸濁液または食品配合物である、経口投薬単位。
【請求項４０】
　経口投薬単位が錠剤である、請求項３９記載の経口投薬単位。
【請求項４１】
　経口投薬単位が少なくとも0.5g～5gのランタン塩を含む、請求項３９記載の経口投薬単
位。
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